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Ⅰ 企 業 庁 の 概 況



 



１ 　 企 業 庁 の 概 況

　 　 企業庁は、 昭和27年10月１ 日の 地方公営企業法の 施行に 伴い 、 当時本県が 実施し て

いた県営水道事業（ 湘南地区） 及び県営相模原水道事業を 水道事業と し て 、 相模川河水統

制事業を 電気事業と し て、 こ れら の事業を 総合的に運営する た めに発足し た 。 あ あ あ あ あ

あ その後、 経済の発展や県民生活の向上に伴い逐次事業の拡大を 図り 、 現在では、 水道事

業、 電気事業、 公営企業資金等運用事業、 相模川総合開発共同事業及び酒匂川総合開発事

業の５ 事業を 独立採算制のも と に運営し ている 。

水道事業

水道事業は、 湘南、 県央、 県北及び箱根地区な ど 12市６ 町を 給水区域と し 、 284万余人

に給水する 広域的な事業を経営し ている 。 あ

安全で良質な水を 安定的に供給する た め、 長期的な 視点に立っ て 、 水道施設の更新や維

持管理に取り 組むこ と と し 、 災害等に強い水道づく り のた め、 災害発生時における 被害の

抑制や早期復旧な ど の効果に着目し て戦略的な管路整備を 推進する ほか、 浄水場や配水池

の耐震化に加えて、 停電対策・ 浸水対策を 計画的に進めている 。

電気事業

電気事業は、 「 水力発電」 と 「 水の供給」 を 目的と し て 、 昭和13年に相模川河水統制

事業を 発足さ せ、 相模ダム 、 沼本ダム を 築造し た。 現在では、 同ダム の管理を 始め、 県内の

主な 河川で あ る 相模川、 酒匂川及び早川の 各水系におい て 、 相模発電所な ど 14か 所の

水力発電所を 運転し て おり 、 そ の 最大出力は、 合計35万4, 961キ ロ ワ ッ ト であ る 。 中で

も 、 公営電気事業者では唯一、 揚水式発電所であ る 城山発電所を 有し て いる 。 あ あ あ あ あ

ま た、 「 再生可能エネルギー導入の推進」 を 目的と し て 、 谷ヶ 原太陽光発電所及び愛川

太陽光発電所を 運転し て おり 、 そ の 最大出力は、 合計2, 896キ ロ ワ ッ ト で あ る 。 あ あ

その他、 神奈川県（ 水道事業） 、 横浜市及び川崎市に水道用原水を 供給する と と も に、

相模貯水池の上流域の災害防止と 有効貯水容量の維持を 図る ため、 相模貯水池堆砂対策事業

と し て、 し ゅ んせつ等の対策を 行っ ている 。

公営企業資金等運用事業

公営企業資金等運用事業は、 県公営企業の剰余金によ り 設置さ れ、 一般会計、 他の特

別会計等に対し 資金の長期貸付を 行っている 。

ま た、 多様化する 県民ニーズ に応え る ため、 地域振興施設と し て の駐車場、 ス ポーツ 施

設、 多目的ビ ル等の運営や整備を 行う 地域振興事業のほか、 土地、 建物等の資産運用及び

公営企業の開発調査を行っている 。

相模川総合開発共同事業

相模川総合開発共同事業は、 神奈川県、 横浜市、 川崎市及び横須賀市が共同事業と し て

建設し た城山ダム 、 寒川取水施設、 串川取水施設等の維持管理及び取水量の管理を 企業庁が

共同事業者から 委託を受けて行う と と も に、 共同事業者に水道用原水の分水を 行っている 。

ま た、 「 相模湖、 津久井湖、 丹沢湖、 寒川滞水域、 社家滞水域、 飯泉滞水域等の水域に

おける 行為の規制に関する 条例」 に基づいて津久井湖等の管理事務を 行っ ている 。
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２ 　 企業庁における 事業設置の推移

企 業 庁 に お け る  事 業 設 置 の 推 移

事　 業　 名
地 方 公 営 企 業 法
適 用 の 種 類

施 行 ま た は
適 用 年 月 日

備　 　 　 　 考

水 道 事 業
当 然 適 用 事 業
（ 第２ 条第１ 項）

電 気 事 業 〃  27． 10．  1

川 崎 臨海 工 業 地帯
造 成 事 業

任意全部適用事業
（ 第２ 条第３ 項）

 30． 10． 10
造成面積444万5, 771㎡
昭和39年３ 月31日完了

扇 島 埋 立 事 業 〃  32． 10．  1
造成面積141万3, 506㎡
昭和38年３ 月31日完了

公 営 企 業 資 金 等
運 用 事 業

〃  33．  4．  1

相 模 川 第 ２ 次
河 水 統 制 事 業

〃  33．  4．  1
相 模 川 総 合 開 発 共 同 事 業 の
発足によ り 昭和36年３ 月31日
で廃止あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ

相 模 川 総 合 開 発
共 同 事 業

〃  36．  4．  1

内 陸 工 業 地 帯
土 地 造 成 事 業

〃  36． 10．  1
造成面積299万225㎡
昭和47年３ 月31日完了

相模川高度利用事業 〃  41．  4．  1 昭和47年３ 月31日完了

酒匂川総合開発事業 〃  44．  4．  1

扇 島 埋 立 事 業 〃  46．  4．  1
造成面積85万9, 005㎡
昭和49年３ 月31日完了

土 地 造 成 事 業 〃
平成ああああああ

あ

  ３ ．  4．  1

造成面積37万3, 608㎡
平成11年３ 月31日完了

おける 行為の規制に関する 条例」 に基づいて丹沢湖等の管理事務を 行っている 。

　 企業庁における 事業設置の推移は、 次表のと おり である 。

昭和   年   月   日

 27． 10．  1

酒匂川総合開発事業

酒匂川総合開発事業は、 神奈川県、 神奈川県内広域水道企業団及び東京発電株式会社か

ら 委託を 受けて企業庁が建設し た三保ダム の維持管理を 企業庁が神奈川県から 委任を 受け

て 行う と と も に、 三保ダム 下流河川の流量を 確保し 、 ま た 、 飯泉取水堰で取水する 神奈川

県内広域水道企業団の水道用原水を 確保し ている 。

ま た、 「 相模湖、 津久井湖、 丹沢湖、 寒川滞水域、 社家滞水域、 飯泉滞水域等の水域に
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Ⅱ 企 業 庁 機 構 の 概 要



 



令和６ 年４ 月１ 日現在

 
  室長　 　 矢島　 茂行
　   （ 副局長兼任）

寒 川 浄 水 場 場長　 　 野枝　 勉

谷 ケ 原 浄 水 場 場長　 　 青栁　 一郎

海 老 名 水 道 営 業 所 所長　 　 平塚　 孝史

大 和 水 道 営 業 所 所長　 　 斉田　 成一

平 塚 水 道 営 業 所 所長　 　 加藤　 康介

厚 木 水 道 営 業 所 所長　 　 佐々木　 春生

藤 沢 水 道 営 業 所 所長　 　 渡井　 大輔

茅 ケ 崎 水 道 営 業 所 所長　 　 脇　 　 正彦

発 電 総 合 制 御 所 所長　 　 首藤　 明生

酒匂川水系ダ ム 管理事務所 所長　 　 惠畑　 有嗣

相 模 川 発 電 管 理 事 務 所 所長　 　 田中　 克彦

相模川水系ダ ム 管理事務所 所長　 　 石坂　 智

水 道 水 質 セ ン タ ー 所長　 　 並木　 俊

利 水 電 気 部 利 水 課 課長　 　 鶴井　 正幸

発 電 課 課長　 　 蔵本　 洋光

　 部長　  亀崎　 新一

津 久 井 水 道 営 業 所 所長　 　 田所　 清司

鎌 倉 水 道 営 業 所 所長　 　 小碇　 聡史

公民・ 広域連携担当部長

佐藤　 厚
相 模 原 水 道 営 業 所 所長　 　 花形　 正樹

相 模 原 南 水 道 営 業 所 所長　 　 藤原　 幸樹

　 部長　 　 井上　 敦
財 産 管 理 課

計 画 課

　 部長 　 志澤　 洋史
　   （ 技監兼任）

水 道 施 設 課

浄 水 課 課長　 　

曽我部　 哲也

課長

　 技監( 兼) 水道部長 　      志澤　 洋史

総 務 室

企画調整担当課長 　 杉山　 正樹

　 <企画調整官><広報官><Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 調整官>

管理担当課長　      根本　 崇

1　 企業庁組織図（ 機構と 幹部職員一覧表）

公営企業管理者
企業庁長
　 　   　 髙澤　 幸夫

企 業 局 企業局長  　 大内　 禎 　 副局長( 兼) 総務室長　 　   矢島　 茂行

情 報 管 理 課

水 道 部 経 営 課

財 務 部 財 務 課

会 計 課

課長　 　

水道企画担当課長

課長

課長　 　

課長

渡辺　 憲一

平野　 孝

小澤　 浩幸

藤本　 淳太課長　 　

川口　 真人

若林　 広晃

大野　 一郎

吉井　 昭寿

課長　 　
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２ 　 企業庁職員配置表

令和６ 年４ 月１ 日現在

　 　 （ 単位： 人）

1 相 模 原 水 道 営 業 所 33 ( 2)

1 相 模 原 南 水 道 営 業 所 28 ( 1)

26 津 久 井 水 道 営 業 所 22 ( 1)

財 務 部 長 1 鎌 倉 水 道 営 業 所 42 ( 4)

財 務 課 13 藤 沢 水 道 営 業 所 41 ( 3)

会 計 課 14 茅 ケ 崎 水 道 営 業 所 27 ( 5)

財 産 管 理 課 16 平 塚 水 道 営 業 所 36 ( 1)

情 報 管 理 課 19 厚 木 水 道 営 業 所 42 ( 1)

計 63 海 老 名 水 道 営 業 所 29 ( 6)

水 道 部 長 1 大 和 水 道 営 業 所 26 ( 2)

公民・広域連携担当部長 1 寒 川 浄 水 場 109 ( 4)

経 営 課 27 谷 ケ 原 浄 水 場 60 ( 2)

計 画 課 16 水 道 水 質 セ ン タ ー 20

水 道 施 設 課 35 相模川水系ダム管理事務所 92 ( 2)

浄 水 課 20 酒匂川水系ダム管理事務所 51 ( 4)

計 100 相 模 川 発 電 管 理 事 務 所 33 ( 1)

利 水 電 気 部 長 1 発 電 総 合 制 御 所 21

利 水 課 17

発 電 課 12

計 30

221 712 ( 39)

933 ( 39)

注  (  )  内数字は暫定再任用職員を内数で示す。

本庁機関計 出先機関計

 合　　   計

　 企　 　  業 　 　 局 　 　 長

出

先

機

関

  副        局        長

  総　 　 　 　 務　 　 　 　 室

財
　
　
務
　
　
部

水
 
 

道
 
 

部

利
水
電
気
部

所　   属  　 等 職員数 所  　 属　   等 職員数
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３ 　 企業庁の事務分掌

( 1) 　 総　 　 務　 　 室

ア 　 条例、 規則、 規程等に関する こ と 。

イ 　 公印に関する こ と 。

ウ 　 文書の受領、 発送、 記録、 編さ ん及び保存に関する こ と 。

エ 　 個人情報の保護に関する 法律（ 平成15年法律第57号） の施行に関する こ と 。

オ 　 神奈川県情報公開条例（ 平成12年神奈川県条例第26号） の施行に関する こ と 。

カ 　 労働協約に関する こ と 。

キ 　 職員の任免、 分限、 懲戒、 服務その他人事に関する こ と 。

ク 　 職員の表彰及びほう 賞に関する こ と 。

ケ 　 組織及び職員の定数に関する こ と 。

コ 　 職員の考査に関する こ と 。

サ 　 職員の賠償責任に関する こ と 。

シ 　 職員の給与、 旅費、 勤務時間その他勤務条件に関する こ と 。

ス 　 職員の研修に関する こ と 。

セ 　 職員の福利厚生及び安全衛生に関する こ と 。

ソ 　 企業庁の危機管理及び災害対策に関する こ と 。

タ 　 関係団体と の連絡調整に関する こ と 。

チ 　 企業庁の事業経営改善に係る 計画及び調整に関する こ と 。

ツ 　 事務事業の企画及び調整に関する こ と 。

テ 　 公営企業の開発調査（ 水資源に関する こ と を 除く 。 ） に関する こ と 。

ト 　 重要施策の審議、 調整及び進行管理に関する こ と 。

ナ 　 業務の改善に関する こ と 。

ニ 　 企業庁の広報広聴活動の総合的企画及び調整に関する こ と 。

ヌ 　 一般財団法人かながわ水・ エネルギーサービ ス に関する こ と 。

ネ 　 その他庁内他課の主管に属し ないこ と 。

( 2) 　 財　 　 務　 　 部

ア 　 業務状況の公表に関する こ と 。

イ 　 資金計画その他財政計画に関する こ と 。

ウ 　 予算の原案の作成及び経理に関する こ と 。

エ 　 決算に関する こ と 。

オ 　 剰余金の処分及び積立金に関する こ と 。

カ 　 経理の指導及び調整に関する こ と 。

キ 　 公営企業資金等運用事業に関する こ と （ 企業局財務部財産管理課の所管に係る

も のを 除く 。 ） 。

ク 　 企業債及び一時借入金に関する こ と 。

ケ 　 県議会と の連絡に関する こ と 。

コ 　 その他財務に関する 事務の総括に関する こ と 。

財 務 課
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ア 　 予算の執行に関する こ と 。

イ 　 金融機関に関する こ と 。

ウ 　 金銭出納に関する こ と 。

エ 　 競争入札の参加者の資格に関する こ と 。

オ 　 工事請負業者並びに委託業者及び物品等の購入業者の調査選定に関する こ と 。

ア 　 固定資産及びたな卸資産に関する 事務の総括に関する こ と 。

イ 　 固定資産の減価償却及び評価に関する こ と 。

ウ 　 固定資産（ 量水器を 除く 。 ） の取得、 貸借、 移転、 管理及び処分に関する こ と 。

エ 　 貯蔵品に関する 事務の総括及び総合調整に関する こ と 。

オ 　 貯蔵品の取得、 管理及び処分に関する こ と 。

カ 　 建築工事（ 管理者が別に定める も のを 除く 。 ） に関する こ と 。

キ 　 電気設備工事（ 管理者が別に定める も のに限る 。 ） に関する こ と 。

ク 　 神奈川臨海鉄道株式会社に関する こ と 。

ケ 　 本庁の所管に属する 損失補償に関する こ と （ 企業局利水電気部利水課の所管に係る

も のを 除く 。 ） 。

コ 　 土地収用法（ 昭和26年法律第219号） 及び公共用地の取得に関する 特別措置法（ 昭

和36年法律第150号） に係る 事務に関する こ と 。

サ 　 不動産の登記及び登記権利証書の保存に関する こ と （ 神奈川県企業庁相模川水系ダ

ム 管理事務所、 神奈川県企業庁酒匂川水系ダム 管理事務所及び神奈川県企業庁相模川

発電管理事務所の所管に係る も のを 除く 。 ） 。

シ 　 公営企業資金等運用事業のう ち地域振興施設等整備事業に関する こ と 。

ア 　 情報化の企画及び推進に関する こ と 。

イ 　 情報シス テム に係る 調査、 研究及び開発に関する こ と 。

ウ 　 情報シス テム の管理及び運用に関する こ と 。

( 3) 　 水　 　 道　 　 部

ア 　 水道事業の次に掲げる 事項に関する こ と 。

 ( ｱ) 　 事業経営の計画及び調整に関する こ と 。

 ( ｲ) 　 水道料金及び水道利用加入金に関する こ と 。

 ( ｳ) 　 業務の指導及び調整に関する こ と 。

（ ｴ）  固定資産のう ち量水器の取得、 移転、 管理及び処分に関する こ と 。

イ 　 公共下水道使用料の総括及びその徴収事務の指導に関する こ と 。

ウ 　 企業局水道部の所管事業の企画及び調整に関する こ と 。

エ 　 企業局水道部の広報広聴活動に関する こ と 。

オ 　 水道営業所、 浄水場及び水道水質セン タ ーに関する こ と 。

カ 　 その他企業局水道部内他課の主管に属し ないこ と 。

会 計 課

財 産 管 理 課

情 報 管 理 課

経 営 課
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ア 　 水道事業の次に掲げる 事項に関する こ と 。

 ( ｱ) 　 水道法（ 昭和32年法律第177号） に係る 認可の申請等に関する こ と 。

 ( ｲ) 　 河川法（ 昭和39年法律第167号） に係る 許可の申請等に関する こ と （ 神奈川県水道

 （ 寒川創設） 、 神奈川県水道谷ケ原及び神奈川県水道（ 早戸川） の水利使用に係る も

 のに限る 。 ） 。

 ( ｳ) 　 水需要予測、 供給計画及び水運用計画（ 分水及び受水に関する も のを 含む。 ) に関

 する こ と 。

 ( ｴ) 　 水道施設の整備計画に関する こ と 。

イ 　 工事等の単価及び歩掛並びに技術指針、 基準等に関する こ と 。

ウ 　 工事等の検査に関する こ と 。

水道事業の次に掲げる 事項に関する こ と 。

 ア　 送配水施設の運営指導及び維持管理に関する こ と （ 企業局水道部浄水課の所管に係

る も のを 除く 。 ） 。

 イ 　 送配水管工事及び給水装置工事の技術指導に関する こ と 。

 ウ 　 給水装置工事事業者に関する こ と 。

 エ　 大口径老朽管リ フ レ ッ シュ 事業等に係る 実施計画、 設計及び施行に関する こ と 。

 オ　 漏水の調査及び分析に関する こ と 。

ア 　 送配水施設の運営指導及び維持管理に関する こ と （ 電気機械設備に係る も のに

限る 。 ） 。

イ 　 浄水及び水質に係る 企画及び調整に関する こ と 。

ウ 　 公民連携の推進に係る 企画及び調整に関する こ と 。

エ 　 取水施設、 浄水施設及び水質検査施設の運営指導に関する こ と 。

オ 　 自家用電気工作物の運営指導に関する こ と 。

カ 　 法令に基づく 電気及び機械施設の業務に関する こ と 。

キ 　 水道事業に係る 水源かん養林に関する こ と 。

ク 　 その他浄水及び水質に関する こ と 。

( 4) 　 利　 水　 電　 気　 部

ア 　 電気事業、 相模川総合開発共同事業及び酒匂川総合開発事業の次に掲げる 事項に

関する こ と 。

 ( ｱ) 　 水の供給及び水運用に関する こ と 。

 ( ｲ) 　 ダム 、 貯水池、 取水施設、 水路等に係る 計画及び調整に関する こ と 。

 ( ｳ) 　 電気事業法（ 昭和39年法律第170号） に係る 許可、 認可の申請等に関する こ と

（ ダム 、 貯水池、 取水施設、 水路等に係る も のに限る 。 ) ｡

 ( ｴ) 　 河川法に係る 許可の申請等に関する こ と ( 企業局水道部計画課及び企業局利水電

    気部発電課の所管に係る も のを 除く 。 ) ｡

 ( ｵ) 　 損失補償に関する こ と 。

水 道 施 設 課

浄 水 課

利 水 課

計 画 課
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 ( ｶ) 　 電気事業に係る 水源かん養林に関する こ と 。

イ 　 企業局利水電気部の所管事業の企画及び調整に関する こ と 。

ウ 　 企業局利水電気部の広報広聴活動に関する こ と 。

エ 　 ダム 管理事務所、 相模川発電管理事務所及び発電総合制御所に関する こ と 。

オ 　 相模川水系の水の総合運用に係る 調整に関する こ と 。

カ 　 水資源の開発調査に関する こ と 。

キ 　 利水に関する 調査及び研究に関する こ と 。

ク 　 その他企業局利水電気部内他課の主管に属し ないこ と 。

電気事業の次に掲げる 事項に関する こ と 。

 ア　 企画、 調査研究及び調整に関する こ と 。

 イ 　 電気事業法に係る 許可、 認可の申請等に関する こ と （ 企業局利水電気部利水課

 の所管に係る も のを 除く 。 ) ｡

 ウ 　 河川法に係る 許可の申請等に関する こ と （ 発電の水利使用に係る も のに限る 。 ) ｡

 エ　 発電設備の計画及び調整に関する こ と 。

 オ　 発電設備の保安に関する こ と 。

 カ　 発電所の運用に関する こ と 。

 キ　 送配電線路及び通信設備に関する こ と 。

 ク 　 発電事業における 電気の供給に関する 契約に関する こ と 。

 ケ　 早戸川発電所に関する こ と 。

 コ 　 谷ヶ 原太陽光発電所に関する こ と 。

 サ　 愛川太陽光発電所に関する こ と 。

発 電 課
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位　 　 　 　 置

 神奈川県企業庁 相模原市中央区光が丘 １

 相模原水道営業所 二丁目18番56号

２

理及び処分に関する こ と 。

 神奈川県企業庁 相模原市南区相模大野 ３ 　 量水器の移転及び管理に関する こ と 。

 相模原南水道営業所 六丁目３ 番１ 号 ４ 　 貯蔵品の管理に関する こ と 。

５

分に関する こ と 。

 神奈川県企業庁 相 模 原 市 緑 区 中 野 ６

 津久井水道営業所 252番地の１ 料、 分担金その他事業収入の徴収に関する こ と 。

７ 　 公共下水道使用料の徴収に関する こ と 。

８ 　 配水池に関する こ と 。

 神奈川県企業庁 鎌倉市御成町12番18号 ９ 　 給水装置工事事業者に関する こ と 。

 鎌倉水道営業所 10 　 その他給水業務に関する こ と 。

11 　 出納に関する こ と 。

12 　 損失補償に関する こ と 。

 神奈川県企業庁 藤沢市鵠沼石上二丁目 13 　 その他庶務及び経理関係事務に関する こ と 。

 藤沢水道営業所 ６ 番１ 号 14

 水源及び浄水場の運営に関する こ と 。

 神奈川県企業庁 茅 ケ 崎 市 本 村 四 丁 目

 茅ケ崎水道営業所 ５ 番22号

 神奈川県企業庁 平 塚 市 西 八 幡 一 丁 目

 平塚水道営業所 ３ 番１ 号

※

 神奈川県企業庁 厚 木 市 水 引 二 丁 目

 厚木水道営業所 ３ 番１ 号

 神奈川県企業庁

 海老名水道営業所

 神奈川県企業庁 大 和 市 西 鶴 間 三 丁 目

 大和水道営業所 12番18号

但し 、 14は神奈川県企業庁平塚水道営業所に限る 。

海老名市上郷717番地

( 4)  薬品類の取得に関する こ と 。

( 5)  水道施設における 水道水質管理の企画及び調整に関する

こ と 。

( 6)  水道施設における 水質の検査に関する こ と 。

足柄下郡箱根町の区域内における 次に掲げる 事項に関する

こ と 。

( 1)

( 2)  送水、 配水及び給水に関する こ と 。

( 3)  ポン プ所に関する こ と 。

分　 　 　 掌　 　 　 事　 　 　 務

送水、 配水及び給水関 係工事の 設計 及び施行に 関する

こ と 。

固定資産（ 量水器を 除 く 。 ） の 取得 、 貸借、 移転、 管

消耗品、 消耗工具、 器 具及び備品の 取得、 管理及び処

量 水 器 の 点 検 及 び 水 道 料 金 、 水 道 利 用 加 入 金 、 手 数

＜ 出 先 機 関 ＞

名　 　 　 　 称
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位　 　 　 　 置

 神奈川県企業庁 高 座 郡 寒 川 町 宮 山 １

 寒川浄水場 4271番地

 水源及び浄水場の運営に関する こ と 。

 水質の検査（ 浄水に関する も のに限る 。 ） に関する こ と 。

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

 神奈川県企業庁 相 模 原 市 緑 区 谷 ヶ 原 １

 谷ケ原浄水場 二丁目６ 番１ 号

 水源及び浄水場の運営に関する こ と 。

水質の 検査（ 浄水に 関する も の に 限る 。 ） に 関する こ

と 。

２

３

４

５

６

７

８

名　 　 　 　 称 分　 　 　 掌　 　 　 事　 　 　 務

伊勢原市及び高座郡寒川町の区域内におけ る 取水に係る

次に掲げる 事項に関する こ と 。

( 1)

( 2)

平塚市、 鎌倉市、 藤沢 市、 小田原市 、 茅ケ 崎市、 逗子

市、 厚木市、 大和市 、 伊勢原市、 海老名市 、 綾瀬市、 三

浦郡葉山町、 高座郡 寒川町並びに 中郡大磯 町及び二宮町

の分掌事務に属する も のを 除く 。 ） 。

水道営業所が 所管する 電気機械設備 に 関する こ と （ 神

奈川県企業庁平塚水 道営業所の 分掌事務に 属する も の の

う ち足柄下郡箱根町の区域内における 事項に関する も の及び

神奈川県企業庁谷ケ原浄水場の分掌事務に属する も のを

除く 。 ） 。

の 区域内に おけ る ポ ン プ 所（ 附帯設備を 含 む。 ） に 関す

る こ と 。

浄 水 場 か ら 配 水 池 ま で の 送 水 に 関 す る こ と （ 神 奈 川

県 企 業 庁 平 塚 水 道 営 業 所 及 び 神 奈 川 県 企 業 庁 谷 ケ 原 浄

水場の分掌事務に属する こ と を 除く 。 ） 。

配水運用に 関する こ と （ 神奈川県企 業庁谷ケ 原浄水場

　 薬品類の取得及び貯蔵品の管理に関する こ と 。

消耗品、 消耗工具、 器 具及び備品の 取得、 管理及び処

分に関する こ と 。

　 出納に関する こ と 。

　 損失補償に関する こ と 。

　 その他庶務及び経理関係事務に関する こ と 。

神奈川県企業庁水道水 質セ ン タ ーに 関する こ と （ 神奈

川県企業庁水道水質 セ ン タ ーの 分掌事務に 属する も の を

除く 。 ） 。

  水道記念館に関する こ と 。

固定資産（ 量水器を 除 く 。 ） の 取得 、 貸借、 移転、 管

理及び処分に関する こ と 。

谷 ケ 原 浄 水 場 、 落 合 浄 水 場 、 鎌 沢 浄 水 場 、 底 沢 浄 水

場、 和田浄水場、 鳥屋浄水場及び長野浄水場から 配水池ま で

の送水に関する こ と 。

相模原市及び愛甲郡愛川町の区域内におけ る 配水運用に

関する こ と 。

神奈川県企業庁相模原 水道営業所、 神奈川県企業庁津

相模原市の区域内におけ る 取水に 係る 次に掲げる 事項に

関する こ と 。

( 1)

( 2)

相模原市及び愛甲郡愛 川町の 区域内 に おけ る ポ ン プ 所

（ 附帯設備を 含む。 ） に関する こ と 。

消耗品、 消耗工具、 器 具及び備品の 取得、 管理及び処

分に関する こ と 。

久井水道営業所及び 神奈川県企業庁厚木水 道営業所（ 愛

甲郡愛川町の 区域内 に 限る 。 ） の 所管する 電気機械設備

に関する こ と 。

固定資産（ 量水器を 除 く 。 ） の 取得 、 貸借、 移転、 管

理及び処分に関する こ と 。

　 薬品類の取得及び貯蔵品の管理に関する こ と 。
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位　 　 　 　 置

９

10

11

 神奈川県企業庁 高 座 郡 寒 川 町 宮 山 １

 水道水質セン タ ー 4058番地 業所の分掌事務に属する も のを 除く 。 ） に関する こ と 。

２

３

４

５

 神奈川県企業庁 相 模 原 市 緑 区 城 山 １

 相模川水系ダム 管理 二丁目９ 番１ 号

 事務所 ( 1) 城 山 ダ ム 、 寒 川 取 水施 設 、 串 川 取 水 施 設及 び連 絡水

路の操作及び維持管理に関する こ と 。

 　 同　 寒川取水管理所 高 座 郡 寒 川 町 宮 山 ( 2)  分水に関する こ と 。

4271番地 ( 3) 旧 相 模 原 畑地 か ん が い 用 導水 施 設 の 維 持管 理に 関す

る こ と 。

２

( 1) 相 模 ダ ム 、 沼 本 ダ ム 、 道 志ダ ム 、 牧 野 取水 ダ ム 及び

本沢ダム の操作及び維持管理に関する こ と 。

( 2) 相 模 発電 所 、 津 久 井発 電 所、 道 志 第 １ 発電 所、 道志

第２ 発 電所、 道志第３ 発電所、 道志第４ 発電所、 愛川

第 １ 発 電 所 、 愛 川 第 ２ 発 電 所 、 柿 生 発 電 所 及 び 城 山

発 電 所 （ 以 下 「 相 模 川 水 系 発 電 所 」 と い う 。 ）

( 3)  相模貯水池及び道志調整池の保全に関する こ と 。

( 4)  水源かん養林に関する こ と 。

( 5)  水の供給に関する こ と 。

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

定する 事務（ 神奈川 県企業庁酒匂川水系ダ ム 管理事務所

の 分 掌 事 務 に 属 す る も の を 除 く 。 ） に 関 す る こ と 。

　 その他庶務及び経理関係事務に関する こ と 。

　 電気関係諸施設の操作及び維持管理に関する こ と 。

　 警報の伝達等に関する こ と 。

相 模 湖 、 津 久 井 湖 、 丹 沢 湖 、 寒 川 滞 水 域 、 社 家 滞 水

域、 飯泉滞水域等の 水域に おけ る 行為の 規 制に 関する 条

例（ 昭和39年神奈川 県条例第94号。 以下「 行為の 規制に

関する 条例」 と い う 。 ） 第２ 条、 第４ 条及 び第５ 条に 規

消耗品、 消耗工具、 器 具及び備品の 取得、 管理及び処

分に関する こ と 。

　 出納に関する こ と 。

　 損失補償に関する こ と 。

不動産の 登記及び登記 権利証書の 保 存に 関する こ と 。

　 事業の調査、 資料の整備及び広報に関する こ と 。

　 電気事業に係る 次に掲げる 事項に関する こ と 。

の土木施設に関する こ と 。

　 相模川水系の水の総合運用に関する こ と 。

　 相模川水系の流量調査に関する こ と 。

固定資産の 取得、 貸借 、 移転、 管理 及び処分に 関する

こ と 。

　 水質に関する 調査及び研究に関する こ と 。

固定資産（ 量水器を 除 く 。 ） 、 貯蔵 品、 消耗品、 消耗

工具、 器具及び備品の管理に関する こ と 。

　 その他庶務に関する こ と 。

相模川総合開発共同事 業に 係る 次に 掲げ る 事項に 関す

る こ と 。

　 損失補償に関する こ と 。

　 その他庶務及び経理関係事務に関する こ と 。

　 水道水質管理の企画及び調整（ 神奈川県企業庁平塚水道営

水質の検査（ 神奈川県企業庁平塚水道営業所、 神奈川県企

業庁寒川浄水場及び神奈川県企業庁谷ケ 原浄水場の分掌事務

に属する も のを除く 。 ） に関する こ と 。

名　 　 　 　 称 分　 　 　 掌　 　 　 事　 　 　 務

　 出納に関する こ と 。
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位　 　 　 　 置

 神奈川県企業庁 足柄上郡山北町神尾田 １

 酒匂川水系ダム 管理 734

 事務所 ( 1)  三保ダム の操作及び維持管理に関する こ と 。

( 2) 飯 泉 取 水 せき に お け る 取 水量 の 確 保 に 関す る こ と 。

( 3) 三 保 ダ ム 周辺 地 域 の 振 興 の 用 に 供 す る 施設 等の 管理

に関する こ と 。

２

( 1) 早 川 発 電 所、 玄 倉 第１ 発 電所 及 び 玄 倉 第２ 発電 所に

関する こ と （ 神奈川県企業庁発電総合制 御所の 分 掌事

務に属する も のを 除く 。 ） 。

( 2) 品 ノ 木 取 水ダ ム 、 玄倉 ダ ム 及 び 熊 木 ダ ム の 操作 及び

維持管理に関する こ と 。

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

 神奈川県企業庁 相 模 原 市 緑 区 谷 ヶ 原 １

 相模川発電管理事務所 二丁目７ 番17号

 

２

３

４

５

６

７

８

名　 　 　 　 称 分　 　 　 掌　 　 　 事　 　 　 務

酒匂川総合開発事業に 係る 次に 掲げ る 事項に 関する こ

　 出納に関する こ と 。

　 損失補償に関する こ と 。

不動産の 登記及び登記 権利証書の 保 存に 関する こ と 。

　 電気関係諸施設の操作及び維持管理に関する こ と 。

　 事業の調査、 資料の整備及び広報に関する こ と 。

と 。

　 電気事業に係る 次に掲げる 事項に関する こ と 。

　 酒匂川水系及び早川水系の流量調査に関する こ と 。

固定資産の 取得、 貸借 、 移転、 管理 及び処分に 関する

こ と 。

貯蔵品、 消耗品、 消耗 工具、 器具及 び備品の 取得、 管

理及び処分に関する こ と 。

固定資産の 取得、 貸借 、 移転、 管理 及び処分に 関する

こ と 。

貯蔵品、 消耗品、 消耗 工具、 器具及 び備品の 取得、 管

理及び処分に関する こ と 。

　 出納に関する こ と 。

相 模 川 水 系 発 電 所 及 び 発 電 総 合 制 御 所 に 関 す る こ と

（ 神奈川県企業庁相模川水系ダ ム 管理事務所及び神奈川県

企業庁発電総合制御所の 分掌事務に属する も の を 除く ｡ ) ｡

　 損失補償に関する こ と 。

　 不動産の登記及び登記権利証書の保存に関する こ と 。

相模川河水統制事業に 係る 分水の 監 視及び記録に 関す

る こ と 。

　 その他庶務及び経理関係事務に関する こ と 。

け る 世 附 川橋 上 流 端 の 上流 270 メ ー ト ル の 床 止 え ん 堤 上

流端か ら 下流の 水域 に おけ る 行為の 規制に 関する 条例第

２ 条、 第４ 条及び第 ５ 条に 規定する 事務に 関する こ と 。

　 その他庶務及び経理関係事務に関する こ と 。

　 警報の伝達等に関する こ と 。

酒匂川本川に おけ る 飯 泉橋橋脚上流 端か ら 東海道本線

橋り ょ う 橋脚下流端 ま で の 水域、 酒匂川支 川河内川に お

け る 中 川 橋上 流 端 の 上 流300 メ ー ト ル か ら 松 ケ 山 副 え ん

堤下流端ま で の 水域 、 酒匂川支川玄倉川に おけ る 新立間

え ん 堤下流端か ら 下 流の 水域及び酒匂川支 川世附川に お
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位　 　 　 　 置

 神奈川県企業庁 相 模 原 市 緑 区 川 尻 １

 発電総合制御所 4454番地の３

２

３

４

名　 　 　 　 称 分　 　 　 掌　 　 　 事　 　 　 務

玄 倉 第 ２ 発 電 所 の 監 視 制 御 装 置 の 管 理 に 関 す る こ と 。

　 その他庶務に関する こ と 。

相模川水系発電所、 早川発電所、 玄倉第１ 発電所及び玄倉

第２ 発電所の発電計画、 給電及び運転制御に 関する こ と 。

発電総合制御所及び城 山発電所の 固 定資産、 貯蔵品、

消耗 品 、 消耗 工 具 、 器 具及 び備 品の 管理 に 関 す る こ と ｡

相模川水系発電所、 早 川発電所、 玄 倉第１ 発電所及び
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４  企業庁の附属機関 

 

名称 所掌事務 設置根拠 委員数 所属 

神奈川県営水道

事業審議会 

水道事業に関する 事項について

神奈川県公営企業管理者の諮問

に応じ て調査審議し 、 その結果

を報告し 、 又は意見を 建議する

こ と 。  

神奈川県営水道事

業審議会の設置等

に関する 条例（ 令

和３ 年神奈川県条

例第 85 号）  

1 5 人 

以 内 

水道部 

経営課 
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Ⅲ 企 業 庁 予 算 の 概 要



 



１ 　 令和６ 年度公営企業会計当初予算の概要

＜予算規模（ 支出） ＞

新たな計画を着実に推進し、災害への対策と脱炭素化・DX化を加速する

〇 新たな水道事業経営計画及び電気・ ダム管理事業計画の初年度であり 、 水道
管路の更新や、 老朽化し た相模ダムの「 リ ニュ ーアル事業」 など 、 主要な取組
を着実に推進する 。

〇 大規模地震の発生に備え、 水道施設の耐震化を進める と と も に、 近年の台風
など によ る 大規模な水害の教訓等を踏ま え、 浸水、 停電対策の充実など、 風水
害への備えを強化する 。

〇 脱炭素社会の実現に向けて、 水道施設の省エネルギー化に加え、 再生可能エ
ネルギーをためる 取組などを進める と と も に、 経営基盤の強化に向けたＤ Ｘ の

推進など、 将来を見据えた取組を推進する 。

（ 単位　 千円、 ％）

( 注１ ) 「 当初予算額」 は、 収益的支出( 損益勘定) 及び資本的支出( 資本勘定) の予算額を 合計し たも のである 。

( 注２ )  金額は、 表示単位未満切捨てのため合計と 符合し ないこ と がある （ 次頁以降同様） 。

122, 727, 288 123, 668, 637 △ 941, 349

2, 103, 810 1, 591, 516 
酒匂川総合開発

事業会計

99. 2

512, 294 132. 2

合　 計

相模川総合開発
共同事業会計

2, 826, 650 2, 664, 352 162, 298 106. 1

△ 3, 701, 458 58. 7
公営企業資金等
運用事業会計

5, 260, 580 8, 962, 038 

電気事業会計 12, 442, 591 10, 862, 213 1, 580, 378 114. 5

100, 093, 657 99, 588, 518 505, 139 100. 5

伸率

Ａ Ｂ Ａ －Ｂ Ａ ／Ｂ

水道事業会計

会　 計

令和６ 年度 令和５ 年度 対前年度比較

当初予算額 当初予算額 増減額
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（ 単位　 千円）

会　 計　 名
勘定
区分

収    入
予 算 額

支    出
予 算 額

 当年度利益剰余金 1, 323, 792 

　 ( 前年度利益剰余金 347, 929)

資本 21, 084, 557 40, 785, 542  補塡財源使用額 19, 700, 985 

計 84, 099, 942 100, 093, 657 

 当年度利益剰余金 2, 691, 090 

　 ( 前年度利益剰余金 129, 521)

資本 354, 276 3, 551, 718  補塡財源使用額 3, 197, 442 

計 12, 194, 465 12, 442, 591 

 当年度利益剰余金 320, 404 

　 ( 前年度利益剰余金 239, 206)

資本 3, 984, 421 4, 592, 498  補塡財源使用額 608, 077 

計 4, 951, 618 5, 260, 580 

損益 2, 527, 023 2, 527, 023 

資本 299, 627 299, 627 

計 2, 826, 650 2, 826, 650 

損益 2, 093, 000 2, 093, 000 

資本 10, 810 10, 810 

計 2, 103, 810 2, 103, 810 

 当年度利益剰余金 4, 335, 286 

　 ( 前年度利益剰余金 716, 656)

資本 25, 733, 691 49, 240, 195  補塡財源使用額 23, 506, 504 

計 106, 176, 485 122, 727, 288 

（ 注） 「 前年度利益剰余金」 は、 令和５ 年度当初予算に基づいた数値である 。

当年度損益及び
補塡財源使用額の状況

水 道 事 業 会 計

損益 63, 015, 385 59, 308, 115 

電 気 事 業 会 計

損益 11, 840, 189 8, 890, 873 

合　 　 　 　 計

損益 80, 442, 794 73, 487, 093 

公営企業資金等
運 用 事 業 会 計

損益 967, 197 668, 082 

相模川総合開発
共 同 事 業 会 計

酒匂川総合開発
事 業 会 計

２ 当 初 予 算 額 総 括 表
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Ⅳ 企 業 庁 事 業 の 概 要



 



水 道 事 業



 



１ 　 水　 道　 事　 業

( 1) 　 経営の目標

ア　 給水地域（ 12市６ 町）

イ 　 給　 水　 人　 口 290 万人

ウ 　 １ 日最大給水量 161 万立方メ ート ル

( 2) 　 現有施設の概況（ 令和６ 年４ 月１ 日現在）

ア　 水　 源 （ 単位： m3/日）

( 注) 　 湧水等の水量は取水能力である 。

　 県営水道の必要水量の大半は、 相

模川水系の寒川及び谷ヶ 原地点から

の自己水源と 神奈川県内広域水道企

業団から の受水でま かなっている 。

相模川の源・ ・ 忍野八海 

（ 山梨県南都留郡忍野村）

　 大磯町・ 二宮町・ 箱根町・ 愛川町

は、 次のと おり である 。

「 神奈川県公営企業の設置等に関する 条例」 で定める 水道事業の経営の目標

相模原市・ 平塚市・ 鎌倉市・ 藤沢市・ 小田原市（ 旧橘町） ・ 茅ケ 崎市・

逗子市・ 厚木市・ 大和市・ 伊勢原市・ 海老名市・ 綾瀬市・ 葉山町・ 寒川町・

( 注)

Ⅰ

 藤野 2, 858   大山　 1, 000

津久井 6, 077

小田原市飯泉

海老名市社家 313, 100

寒川町宮山 342, 500

1, 062, 200  

合　 　 　 　 計 1, 611, 915  

企

業

団

水

源

酒匂川 406, 600  取 水 地 点

相模川 655, 600  
取 水 地 点

取 水 地 点

計

自
　
　

己
　
　
水
　
　

源

相模川（ 寒川）

創 設 107, 136

331, 736  総 合 開 発 187, 000

高 度 利 用 37, 600

相模川（ 谷ケ 原）

湧水等

湧 水 等

30, 635  

表流水等

計 549, 715  

創 設 7, 344

187, 344  河 水 統 制 120, 000

総 合 開 発 60, 000

20, 700

区 分 水 源
水          利          権          等

水 量 内　 　 　 　 　 　 　 訳

 箱根
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　 イ 　 浄　 水　 施　 設

　 県営水道の主要な浄水場は、 寒川浄水場と 谷ケ原浄水場であり 、 と も に相模川

水系から 表流水を 取水し 、 浄化する 施設である 。

　 その他、 湧水など を 取水し ている 小規模浄水施設等がある 。

（ 単位： m
3
/日）

( 注１ ) 　 最大供給量と は、 水利権等の水量を 考慮し た送水可能な水量を示す。

( 注２ ) 　 長野は休止中。

寒川浄水場

 第２ ・ ３ 浄水場

急速ろ過 昭 和 38 年 12 月

緩速ろ過 昭 和 17 年 ２ 月

 鎌沢、 落合、 和田

 長野

 伊勢原市  大山

 イ タ リ ー、 品ノ 木

 相模原浄水場

 伊勢原浄水場

 寒川第３ 浄水場

合　 　 　 　 　 　 計 1, 510, 560 

昭 和 49 年 ４ 月
受 水 開 始186, 000 

987, 900  綾瀬浄水場 234, 500 
平 成 10 年 ７ 月
受 水 開 始

計 522, 660 

企 業 団 受 水 量

248, 900 

 相模原市
 緑区

膜 ろ 過

2, 560 
500 

29, 460 1, 000 

 箱根町
7, 200 

 箱根町

平 成 13 年 ４ 月
受 水 開 始318, 500 

谷ケ原
浄水場

 相模原市
 緑区谷ヶ 原

178, 000 
146, 800 

31, 200 

その他

 相模原市
 緑区

急速ろ過  鳥屋 5, 400 

紫外線  水土野 12, 800 

完 成 年 月

寒　 川
浄水場

 高座郡
 寒川町宮山

急速ろ過 315, 200 昭 和 49 年 ３ 月
315, 200 

名　 称 所　 在　 地 浄水方法 最　 大　 供　 給　 量 ( 注１ )

( 注２ )
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( 3) 　 水道営業所の所管区域等

　 　 　 　 （ 単位： 戸、 人）

所　 管　 区　 域 給 水 戸 数 給 水 人 口

相模原市（ 緑区の一部（ 津久井水道営業

所管内を除く 。 ） 及び中央区）

相模原市（ 南区） 145, 271 281, 821

相模原市（ 緑区の一部（ 相模原水道営業

所管内を除く 。 ） ）

鎌倉市、 逗子市、 三浦郡葉山町( 上山口

の一部及び下山口の一部を除く 。 )

藤沢市 221, 036 443, 429

茅ケ崎市、 高座郡寒川町、 平塚市の一部

（ 平塚水道営業所管内を除く 。 ）

平塚市（ 土屋の一部及び茅ケ崎水道営業

所管内を除く 。 ） 、 小田原市の一部、

中郡大磯町、 二宮町、 足柄下郡箱根町の

一部

厚木市、 伊勢原市、 愛甲郡愛川町の一部 161, 152 335, 993

海老名市、 綾瀬市 103, 505 223, 230

大和市 126, 883 243, 347

1, 415, 939 2, 847, 775

注　 給水戸数及び給水人口については、 令和６ 年４ 月１ 日現在のも のである 。

計

29, 896 58, 299

茅ケ 崎 水道 営 業 所

津久井 水道 営 業 所

鎌 倉 水 道 営 業 所

146, 243 294, 437

藤 沢 水 道 営 業 所

135, 713 257, 519

大 和 水 道 営 業 所

厚 木 水 道 営 業 所

海老名 水道 営 業 所

名　 　 　 称

相模原南水道営業所

相模原 水道 営 業 所 193, 883 379, 916

平 塚 水 道 営 業 所 152, 357 329, 784

、、

加圧ポンプ所 36 か 所 あ

揚水ポンプ所 58 か 所 あ

送水管延長

エ　 配　 水　 施　 設 配　 水　 池 107か 所あ

（ 総有効貯水量 　 725, 073立方メ ート ル） ああああ

配水管延長

オ　 送　 　 水　 　 量

ウ 　 送　 水　 施　 設

206, 154. 8 メ ー ト ル あ あ あ あ

（ 令 和 ６ 年 ４ 月１ 日 現在） a

（ 令 和 ６ 年 ４ 月１ 日 現在） a

333, 224, 449 立 方 メ ー ト ル （ 令 和 ５ 年 度 ）

9, 263, 028. 15メ ート ル
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、、

アクアくん

県営水道キャラクター

カッ ピー し んちゃん いずみちゃん

※上図の色分けは、 水道営業所ごと の所管区域を示し ていま す。

（R６.４.１現在）

（参考）

神奈川県営水道の水道水は、 約９ 割を 相模川と 酒匂川の２ つの川から 、 残り の

１ 割は湧水など の水源から 取水し 、 浄水場で浄水処理し た後に、 途中の配水池に

蓄えら れ、 そこ から ご家庭へと 届けら れていま す。 こ のよ う に、 県内で水を 自給

自足し 、 水源から 蛇口ま で一貫し て水を管理し ていま す。
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( 4) 　 令和６ 年度当初予算の概要

　 ア　 令和６ 年度水道事業会計当初予算額
（単位  千円）

年　    度
    科  目  等

 収   益   的   収   入 ａ 63, 015, 385 60, 831, 758 2, 183, 627

水 道 料 金 54, 453, 717 52, 265, 334 2, 188, 383

水 道 利 用 加 入 金 1, 962, 811 1, 919, 007 43, 804

そ の 他 収 入 6, 598, 857 6, 647, 417 48, 560 △          

 収   益   的   支   出 ｂ 59, 308, 115 58, 021, 050 1, 287, 065

職 員 費 6, 387, 042 6, 360, 106 26, 936

受 水 費 15, 119, 418 15, 166, 102 46, 684 △          

動 力 費 、 薬 品 費 及 び 修 繕 費 9, 258, 570 9, 179, 997 78, 573

減 価 償 却 費 等 15, 684, 703 15, 212, 527 472, 176

支 払 利 息 1, 452, 630 1, 459, 588 6, 958 △           

そ の 他 支 出 11, 405, 752 10, 642, 730 763, 022

ｃ 2, 383, 478 2, 462, 779 79, 301 △          

 資   本   的   収   入 ① 21, 084, 557 21, 122, 566 38, 009 △          

 資   本   的   支   出  ② 40, 785, 542 41, 567, 468 781, 926 △         

建 設 改 良 事 業 費 等 27, 643, 723 28, 213, 314 569, 591 △         

元 金 償 還 金 13, 141, 819 13, 354, 154 212, 335 △         

19, 700, 985 △      20, 444, 902 △      743, 917

（ 参考）

③ 8, 062, 122 5, 966, 145 2, 095, 977

④ 2, 568, 168 △       2, 095, 977 4, 664, 145 △       

5, 493, 954 8, 062, 122 2, 568, 168 △       

（ 注１ ） 令和５ 年度当初予算額の「 前年度末資金残高」 は、 令和４ 年度決算を 反映さ せた額である 。
（ 注２ ） 「 当年度分資金収支」 は、 当年度利益剰余金・ 損益勘定留保資金等から 資本的収支差引額を
　      差し 引いたも のである 。

347, 929 975, 863

資
本
的
収
支

内
訳

資 本 的 収 支 差 引 額 （ ① - ② ）

資
金
収
支

前 年 度 末 資 金 残 高

当 年 度 分 資 金 収 支

資 金 残 高 （ ③ + ④ ）

令和６ 年度
当初予算額

　 　 　 　 　 Ａ

令和５ 年度
当初予算額

　 　 　 　 　 Ｂ

増減額
　 Ａ －Ｂ

収
 
益
 
的
 
収
 
支

内
 
 
訳

内
　
　
　
訳

消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額

当 年 度 利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金
あ あ あ あ ( ａ - ｂ - ｃ ) あ あ あ あ

ｄ 1, 323, 792
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イ 　 水道料金収入の状況　

　 ( ｱ) 　 水道料金収入

令 和 ６  年 度 令 和 ５  年 度

当 初 予 算 額 当 初 予 算 額

12市６ 町 12市６ 町 - -

1, 429, 313戸 1, 419, 548戸 9, 765戸 100. 7 %   

2, 871, 529人 2, 864, 497人 7, 032人 100. 2 %   

299, 514, 138㎥ 307, 745, 876㎥ 8, 231, 738㎥ △    97. 3 %   

54, 453, 717千円 52, 265, 334千円 2, 188, 383千円 104. 2 %   

【 参考】 神奈川県県営上水道条例の一部を改正する 条例の概要

１ 　 目　 的

　 　 水需要の減少を背景に水道料金収入が減少する 中、 将来にわたる 持続可能な水道の実現に向

　 けて、 大規模地震に備えた戦略的な水道施設整備等を着実に進める ため、 料金体系や料金水準

　 等について、 所要の改正を 行った。

２ 　 内　 容

　 （ １ ） 水道料金体系

　 　 　 ア　 用途別料金体系から 口径別料金体系への見直し

　 　 　 イ 　 口径別に基本水量及び基本料金を設定　

　 　 　 ウ 　 家事用、 業務用及び一時用の従量料金を統合

　 （ ２ ） 水道料金水準

　 　 　 ア　 平均改定率22％の改定

　 　 　 イ 　 激変緩和措置と し て、 令和６ 年10月に16％
※

、 令和７ 年10月に19％
※

、 令和８ 年10月に

　 　 　 　 22％※の段階的な改定を実施（ ※ 現行料金と の比較によ る 割合）

　 　

　 　 　 　 水道料金収入については、 令和６ 年10月に予定し ている 料金改定の増収分を 加えた

　 　 　 約544億円を見込んでいま す。 　

年　 度
増   減 前年度対比

区　 分

給 水 区 域

給 水 戸 数

給 水 人 口

水 道 料 金

年 間 総 給 水 量
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( 5) 　 令和６ 年度水道事業主要事業体系図

　 水道事業

 (ｱ)　管路更新推進事業

 (ｲ)　水道システムの再構築に向けた取組【ゼロ予算】

 (ｳ)　浄水場の再整備（寒川浄水場）【一部再掲】

 (ｴ)　浄水場の再整備（谷ケ原浄水場）

 (ｵ)　電気機械設備等更新事業【一部再掲】

 (ｶ)　寒川浄水場排水処理施設管理事業

 (ｷ)　ドローン活用強化事業

 (ｱ)　漏水対策強化事業

 (ｲ)　水道施設耐震化事業【一部再掲】

 (ｳ)　水道施設浸水対策事業

 (ｴ)　水道施設停電対策事業

 (ｵ)　谷ケ原浄水場の火山対策

 (ｶ)　災害時体制強化のための総合訓練

 (ｱ)　水道施設脱炭素化事業

 (ｱ)　水道料金関連業務委託事業

 (ｲ)　給水装置工事システム再構築事業【ゼロ予算】

 (ｳ)　水道スマートメーター導入に向けた取組【ゼロ予算】

 (ｴ)　漏水調査方法の研究【ゼロ予算】

 (ｵ)　データ連携強化事業

 (ｶ)　管路口径最適化推進事業

オ 信頼に応える水道  (ｱ)　箱根地区水道事業包括委託事業

 (ｲ)　海外への水道技術協力事業

 (ｳ)　障害福祉サービス事業所への水道メーター分解作業業務委託事業

 (ｴ)　施工時期の平準化に向けた取組

ウ 環境にやさしい水道

エ 経営基盤の確立された水道

ア 将来にわたり適切に管理された水道

イ 災害・事故にも強い水道

事業の対象区域（ 給水区域）
相模原市（ 一部の地域を除く ） 、 平塚市（ 一部の
地域を 除く ） 、 鎌倉市、 藤沢市、 小田原市の一部、
茅ヶ 崎市、 逗子市、 厚木市、 大和市、 伊勢原市、
海老名市、 綾瀬市、 葉山町（ 一部の地域を除く ） 、
寒川町、 大磯町、 二宮町、 箱根町の一部、 愛川町
の一部

-23-



( 6) 　 主な事業の概要

　 ア　 将来にわたり 適切に管理さ れた水道

( ｱ)  管路更新推進事業

( ｲ)  水道シス テムの再構築に向けた取組【 ゼロ 予算】

( ｳ)  浄水場の再整備（ 寒川浄水場） 【 一部再掲】

( ｴ)  浄水場の再整備（ 谷ケ原浄水場）

( ｵ)  電気機械設備等更新事業【 一部再掲】

る こ と と し 、 廃止後も 安定的な給水を継続する ために必要な整備に取り 組む。

順次更新時期を 迎える 水道管路に対し て、 災害発生時における 被害の抑制や早期復

谷ケ 原浄水場の土木施設や電機設備が今後更新の時期を 迎える こ と から 、 脱炭素化

旧など の効果に着目し た「 戦略的な管路整備」 を 推進し 、 基幹管路の耐震適合率を 30年

間で100％と する こ と など を目指し た取組を行う 。

県内５ 事業者（ 神奈川県、 横浜市、 川崎市、 横須賀市、 神奈川県内広域水道企業団）

で、 現在11ヶ 所ある 浄水場を ８ ヶ 所に統廃合する など 、 水道シス テムの再構築に向けた

安定給水の確保を 図る た め、 浄水場、 配水池、 ポン プ所等の老朽化し た電気設備な

ど を更新する 。

21, 314, 824千円

－

763, 231千円

51, 766千円

取組を 進める 。

3, 115, 620千円

や自然災害・ セキュ リ ティ 対策を踏ま えた、 浄水処理施設全体の再整備を行う 。

「 水道シ ス テ ム の再構築」 に向け 、 寒川第２ 浄水場を 令和12年度を 目途に廃止す
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( ｶ)  寒川浄水場排水処理施設管理事業

( ｷ)  ド ロ ーン活用強化事業

　 イ 　 災害・ 事故にも 強い水道

( ｱ)  漏水対策強化事業

( ｲ)  水道施設耐震化事業【 一部再掲】

246, 125千円

浄水場施設の効率的で効果的な事業運営を 図る ため、 寒川浄水場排水処理施設の維

持管理及び運営をＰ Ｆ Ｉ 事業と し て実施する 。

（ 債務負担行為　 20, 646, 000千円　 平成15年度から 令和７ 年度）

効率的な施設点検と 災害時における 迅速な状況確認を 実現する ため、 ド ロ ーン を 水

管橋など 近接し て目視が困難な水道施設の点検に活用する 。

681, 363千円

1, 026千円

調査を 実施する 。

地震災害等によ る 発災直後の断水戸数の減少や復旧日数を 短縮する ため、 「 戦略的

な管路整備」 によ る 管路の耐震化を進める と と も に、 配水池等の耐震化にも 取り 組む。

21, 979, 244千円

漏水事故を 未然防止する ため、 基幹管路や国県道に埋設さ れている 老朽管等の漏水
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( ｳ)  水道施設浸水対策事業

( ｴ)  水道施設停電対策事業

・ 受電設備の更新

( ｵ)  谷ケ原浄水場の火山対策 －　 千円 

( ｶ)  災害時体制強化のための総合訓練

給を受ける こ と ができ る よ う にポンプ所受電設備の更新を行う 。

（ 債務負担行為　 140, 206千円　 令和５ 年度から 令和６ 年度）

富士山が噴火し た場合の降灰によ る 原水水質の変化に対応する ため、 水の濁り を 固

める ための凝集剤（ Ｐ Ａ Ｃ ） 注入施設の増強・ 更新を行う 。

（ 債務負担行為　 998, 063千円　 令和６ 年度から 令和８ 年度）

大規模な災害発生時における 速やかな応急復旧活動の体制強化を 図る ため、 管工事

業者と 応急復旧工事等に係る 合同訓練を 行う 。

500千円

相模川、 目久尻川の氾濫で想定さ れる 浸水に対し 、 令和33年度ま で運転を 継続す

る 予定の寒川第３ 浄水場の浸水防止対策を実施する 。

146, 829千円

配水池へ水道水を 供給する 揚水ポン プ所の停電対策のた め、 電源車等から 電力の供

168, 447千円

※

※ 複数年の債務負担行為を設定し ている が、 初年度（ 令和６ 年度） の支出を伴わないため、 支出
予算額と し ては「 － 千円」 と 記載し ている 。
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　 ウ 　 環境にやさ し い水道

( ｱ)  水道施設脱炭素化事業

　 エ　 経営基盤の確立さ れた水道

( ｱ)  水道料金関連業務委託事業

( ｲ)  給水装置工事シス テム再構築事業【 ゼロ 予算】 －

－

( ｴ)  漏水調査方法の研究【 ゼロ 予算】 －

( ｵ)  データ 連携強化事業

（ 債務負担行為　 1, 225, 407千円　 令和４ 年度から 令和７ 年度）

（ 債務負担行為　 1, 363, 234千円　 令和５ 年度から 令和８ 年度）

（ 債務負担行為　 3, 061, 845千円　 令和６ 年度から 令和９ 年度）

水道営業所におけ る 料金関連業務について 、 よ り 一層の業務効率化を 図る た め、

化や照明器具のＬ Ｅ Ｄ 化を 行う と と も に、 電気事業で発電し た電力の寒川浄水場での活

脱炭素社会の実現に向け、 水道施設の脱炭素化を さ ら に進める ため、 設備の高効率

286, 398千円

( ｳ)  水道ス マート メ ータ ー導入に向けた取組【 ゼロ 予算】

水道ス マート メ ータ ーの早期導入と 電気・ 水道の共同検針の実現に向けて、 東京電力

パワ ーグリ ッ ド 株式会社と 共同で、 水道メ ータ ーから 電力メ ータ ーを 通し て検針データ

を集約する ま での環境の開発に必要な調整及びフ ィ ールド テス ト に向けた準備を行う 。

用等によ り 、 浄水場における Ｃ Ｏ 2排出量を大幅に削減する 。

（ 債務負担行為　 163, 020千円　 令和５ 年度から 令和６ 年度）

メ ータ ー検針業務、 未納整理業務、 窓口収納業務等の料金取扱業務を 一括し て民間事

業者に委託する 。

（ 債務負担行為　 2, 662, 515千円　 令和３ 年度から 令和６ 年度）

1, 604, 051千円

54, 394千円

従来の音聴調査等で発見困難な漏水も 早期に発見でき る よ う 、 水道管内調査装置等

の技術を民間企業と 共同研究する など 、 効果的な漏水調査方法の研究を行う 。

別シ ス テ ム で管理し て いる 浄水場や配水池な ど の「 送配水量」 と お客さ ま の「 使

用水量」 のデータ を 連携する こ と によ り 、 配水系統ご と に集計・ 解析し 、 漏水の早期発

見など を可能と する ための機能を導入する 。

紙によ る 窓口申請のみと な っ て いる 給水装置工事申請について 、 利便性の向上と

業務の効率化を 図る た め、 業務全体の見直し を 行う と と も に、 申請手続の電子化に

向けた給水装置工事シス テムの再構築を 進める 。

予算額と し ては「 － 千円」 と 記載し ている 。
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( ｶ)  管路口径最適化推進事業

　 オ　 信頼に応える 水道

( ｱ)  箱根地区水道事業包括委託事業

( ｲ)  海外への水道技術協力事業

( ｳ)  障害福祉サービス 事業所への水道メ ータ ー分解作業業務委託事業 6, 988千円

・ 委託数量　 36, 000個

( ｴ)  施工時期の平準化に向けた取組

※令和６ 年度設定工事本数40本（ 令和５ 年度設定工事本数42本）

う 、 工期が12ヶ 月未満の工事で も 年度にと ら われず機動的に 工事発注する た め債

務負担行為（ ショ ート 債務） を設定する 。

1, 148, 311千円

6, 748千円

続き 第３ 期と し ての委託を令和６ 年度から 令和15年度ま で実施する 。

（ 債務負担行為　 12, 277, 635千円　 令和５ 年度から 令和15年度）

企業庁が培っ てき た技術力等を 活かし 、 海外の公衆衛生向上に貢献する ため、 ベト

ナム ・ ラ ン ソ ン 省と 締結し た 覚書に基づき 、 水量管理計画立案の指導や研修等を 実

障害福祉サービ ス 事業所の受注拡大と 障がい者の経済的自立の促進等に寄与する

た め、 処分予定の使用済水道メ ータ ーを 分解し 分別する 作業を 給水区域内の障害福

祉サービス 事業所に委託する 。

県内中小企業への支援対策と し て、 年間を 通じ て切れ目のない事業展開ができ る よ

水需要の減少傾向に対応し た「 管路のダウ ン サイ ジン グ（ 小口径化） 」 を 推進する た

め、 現在の管路情報シス テム に広範囲を一括し て解析でき る 「 口径縮小計画支援機能」

を追加し 、 業務の効率化を図る 。

6, 415千円

用可能な モ デルの 確立を 目指し 、 箱根地区に おい て 平成26年度か ら 開始し た 水道

事業の包括委託について 、 現行委託（ 平成31年度から 令和５ 年度・ 第２ 期） に引き

施し 、 技術協力を進める 。

水道事業における 公民連携モデルを 普及さ せる ため、 中小規模事業体においても 活

（ 債務負担行為　 3, 055, 051千円　 令和６ 年度から 令和７ 年度）

※
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電 気 事 業



 



２ 　 電　 気　 事　 業

( 1) 　 経営の目標

ア　 発電業務

( ｱ) 　 発電所

( ｲ) 　 最大出力

( ｳ) 　 供給電力量の基準

イ 　 水の供給業務 毎秒最大12. 49立方メ ート ル

　 　

( 2) 　 現有施設の概況（ 令和６ 年４ 月１ 日現在）

 ※城山発電所の概要については、 31ページを 参照

357, 857キロ ワ ッ ト

781, 705, 000キロ ワ ッ ト アワ ー

並びに谷ヶ 原及び愛川の各太陽光発電所

愛川第２ 、 早戸川、 早川、 玄倉第１ 、 玄倉第２ 、 柿生及び城山の各水力発電所

  「 神奈川県公営企業の設置等に関する 条例」 で定める 電気事業の経営の目標は、

次のと おり である 。

　 相模、 津久井、 道志第１ 、 道志第２ 、 道志第３ 、 道志第４ 、 愛川第１ 、

発 電 所 名 最大出力
発 電 機
台 数

発 電 所 型 式

相 模 31, 000 2 ダ ム 式 相 模 原 市 緑 区 若 柳

津 久 井 25, 000 2
１ 号 ダ ム 水 路 式
２ 号 水 路 式

〃 緑区谷ヶ 原

道 志 第 １ 10, 500 1 ダ ム 水 路 式 〃 緑 区 牧 野

道 志 第 ２ 1, 050 1 〃 〃 〃

道 志 第 ３ 1, 000 1 水 路 式 〃 〃

道 志 第 ４ 59 2 〃 〃 〃

愛 川 第 １ 24, 200 1 ダ ム 式

愛 川 第 ２ 1, 200 1 〃 〃 〃

早 戸 川 72 1 水 路 式

早 川 2, 900 1 〃

玄 倉 第 １ 4, 400 1 〃

玄 倉 第 ２ 2, 900 1 〃 〃 〃

柿 生 680 1 〃

城 山 250, 000 4 日調整純揚水式※

谷 ヶ 原 太 陽 光 1, 000 - 太 陽 光 〃 緑区谷ヶ 原

愛 川 太 陽 光 1, 896 - 太 陽 光

計 357, 857 20

所 在 地

    ア　 発電所 ( 単位： kW)

相 模 原 市 緑 区 鳥 屋

愛 甲 郡 愛 川 町 半 原

足柄下群箱根町宮城野

足 柄 上 郡 山 北 町 玄 倉

川 崎 市 麻 生 区 黒 川

相 模 原 市 緑 区 川 尻

愛 甲 郡 愛 川 町 半 原
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（ 参考） 　 水の供給先の内訳

　 相模ダムと 相模発電所 　 　       　 城山発電所

   イ 　 水の供給施設

名 称

型 式

堤 高 58. 4 m 34. 5 m

堤 頂 長 196. 0 m 126. 0 m

堤 体 積 174, 000 m3 52, 356 m3

名 称

湛 水 面 積 3. 26 km2 0. 347 km2

総 貯 水 量 63, 200, 000 m3 2, 330, 000 m3

有 効 貯 水 量 48, 200, 000 m3 1, 534, 000 m3

有 効 水 深 22. 0 m 5. 8 m

満 水 位 標高 167. 0 m 標高 121. 0 m

ダ
　
　
　
ム

相 模 ダ ム 沼 本 ダ ム

重力式コ ン ク リ ート ダ ム 重力式コ ン ク リ ート ダ ム

貯
　
水
　
池

相 模 貯 水 池 沼 本 調 整 池

（ 単位　 m3）

事業者名 備　 　 　 　 考

神 奈 川 県 1. 39 上水道用水

横 浜 市 5. 55 上水道及び工業用水道用水

川 崎 市 5. 55 〃

計 12. 49

毎秒最大水量
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城山発電所は、 わが国初の大規模な日調整純揚水式発電所です。 こ の発電所は、 電力需

要の少ない時間帯や、 太陽光発電等で発電し た再生可能エネルギーなどの電力供給が需要

を上回る 際の余剰電力を利用し て、 下池である 津久井湖の水を上池である 城山湖にく み揚

げておき 、 電力需給ひっ迫時などの需要が多い時間帯にはその水を使って発電し ま す。

こ のよ う に電力需要のバラ ンス をと る 調整力の役割を担う 発電所と し て、 電力供給の安

定に大き く 貢献し ていま す。
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( 3) 　 令和６ 年度当初予算の概要

　 ア　 令和６ 年度電気事業会計当初予算額
（単位  千円）

年　    度
    科  目  等

 収   益   的   収   入 ａ 11, 840, 189 8, 567, 331 3, 272, 858

水 力 発 電 料 金 収 入 9, 145, 138 5, 914, 472 3, 230, 666

太 陽 光 発 電 料 金 収 入 119, 074 120, 276 1, 202 △           

そ の 他 収 入 2, 575, 977 2, 532, 583 43, 394

 収   益   的   支   出 ｂ 8, 890, 873 8, 303, 342 587, 531

職 員 費 1, 622, 862 1, 671, 084 48, 222 △          

修 繕 費 、 委 託 費 3, 177, 594 2, 952, 270 225, 324

減 価 償 却 費 等 1, 474, 616 1, 508, 170 33, 554 △          

支 払 利 息 11, 938 24, 286 12, 348 △          

そ の 他 支 出 2, 603, 863 2, 147, 532 456, 331

ｃ 258, 226 134, 468 123, 758

( ａ - ｂ - ｃ )

 資   本   的   収   入 ① 354, 276 704, 888 350, 612 △         

3, 551, 718 2, 558, 871 992, 847

建 設 改 良 事 業 費 等 3, 197, 239 2, 118, 171 1, 079, 068

元 金 償 還 金 354, 479 440, 700 86, 221 △          

3, 197, 442 △       1, 853, 983 △       1, 343, 459 △       

（ 参考）

③ 16, 697, 210 17, 272, 482 575, 272 △         

④ 1, 165, 784 575, 272 △         1, 741, 056

17, 862, 994 16, 697, 210 1, 165, 784

( 注１ )  令和５ 年度当初予算額の「 前年度末資金残高」 は、 令和４ 年度決算を 反映さ せた額である 。
( 注２ )  「 当年度分資金収支」 は、 当年度利益剰余金・ 損益勘定留保資金等から 資本的収支差引額を
　 　 　 差し 引いたも のである 。

資
金
収
支

前 年 度 末 資 金 残 高

当 年 度 分 資 金 収 支

資 金 残 高 （ ③ ＋ ④ ）

資
本
的
収
支

 資   本   的   支   出  ②

内
訳

資 本 的 収 支 差 引 額 ( ① - ② )

令和６ 年度
当初予算額

　 　 　 　 　 Ａ

令和５ 年度
当初予算額

　 　 　 　 　 Ｂ

増減額
　 Ａ －Ｂ

収
 
益
 
的
 
収
 
支

内
 
訳

内
　
　
　
訳

消 費 税 等 資 本 的 収 支 調 整 額

当 年 度 利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金
ｄ 2, 691, 090 129, 521 2, 561, 569
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イ 　 電力料金収入の状況

 ( ｱ) 　 水力発電によ る 収入

( 単位　 千円）

年　 度

項目

( 単位　 kWh）

年　 度

項目

 ( ｲ) 　 太陽光発電によ る 収入

( 単位　 千円）

年　 度

項目

( 単位　 kWh）

年　 度

項目

年 間 目 標 供 給 電 力 量 2, 802, 968 2, 831, 282 △ 28, 314 99. 0%

電 力 料 金 収 入 119, 074 120, 276 △ 1, 202 99. 0%

令 和 ６  年 度 令 和 ５  年 度 増減 前年度対比

当 初 予 算 額

年 間 目 標 供 給 電 力 量 719, 249, 990 734, 755, 990 △ 15, 506, 000 97. 9%

令 和 ６  年 度 令 和 ５  年 度
増減額 前年度対比

当 初 予 算 額

令 和 ６  年 度 令 和 ５  年 度 増減 前年度対比

当 初 予 算 額

容 量 市 場 収 入 2, 187, 843 -              2, 187, 843 皆増

電 力 料 金 収 入 6, 957, 295 5, 914, 472 1, 042, 823 117. 6%

令 和 ６  年 度 令 和 ５  年 度
増減額 前年度対比

当 初 予 算 額
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( 4) 　 令和６ 年度電気事業主要事業体系図

　 電気事業

ア 県民から信頼される事業運営 (ｱ)　ダム・発電所地域振興助成事業　※

イ 施設の将来を見据えた整備 (ｱ)　相模ダムリニューアル事業

ウ 施設の適切な維持管理 (ｱ)　相模貯水池管理事業

(ｲ)　相模貯水池堆砂対策事業

(ｳ)　道志調整池保全対策事業

(ｴ)　水力発電所オーバーホール事業

(ｵ)　ドローン活用強化事業

エ 脱炭素社会の実現に向けた取組 (ｱ)　「蓄電所」導入可能性の調査

オ 経営基盤の強化 (ｱ)　水力発電所スマート保安システム導入事業

(ｲ)　発電設備業務支援システム構築事業

事業の対象区域
全市町村

※「 ダム ・ 発電所地域振興助成事業」
は相模原市、 山北町、 箱根町、 愛川
町、 清川村、 山梨県上野原市
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( 5) 　 主な事業の概要

　 ア　 県民から 信頼さ れる 事業運営

( ｱ)  ダム・ 発電所地域振興助成事業

　 イ 　 施設の将来を見据えた整備

( ｱ)  相模ダムリ ニュ ーアル事業

　 ウ 　 施設の適切な維持管理

( ｱ)  相模貯水池管理事業

( ｲ)  相模貯水池堆砂対策事業

・ 堆積土砂し ゅ んせつ工事　 15万㎥

( ｳ)  道志調整池保全対策事業

等を行う 。

2, 055, 990千円

384, 169千円

18, 000千円

相模ダム を 将来にわた り 健全に保ち、 ダム の機能を 維持する ため、 令和５ 年度に策

定し た 実施計画に基づき 、 老朽化し た ダ ム のゲート 等の取替え や、 ダ ム 直下の洗堀

さ れた河床等の保護を 行う ための本体工事等に着手する 。

1, 641, 265千円

県営電気事業に対する 理解・ 協力と 地域振興に資する ため、 発電所等所在市町村が

実施する ダム・ 発電所を 活用し た事業に対し て助成を 行う 。

（ 継続費総額　 10, 963, 000千円　 令和６ 年度から 令和10年度）

発電用水及び水道用水の安定供給を 図る ため、 相模ダム ・ 沼本ダム 諸設備の整備等

を 行う 。

667, 011千円

相模貯水池の上流域の災害防止と 有効貯水容量の維持を 図る ため、 相模貯水池堆砂

対策事業計画に基づき 堆積土砂の除去等を 行う 。

道志調整池の上流域の災害防止と 発電使用水量の確保を 図る ため、 堆積土砂の除去

相模ダムリ ニュ ーアル完成予想図

ゲート 及び開閉装置の更新

ピ アの更新

腹付けコ ンク リ ート の打設

右岸擁壁の嵩上げ

左岸擁壁の構築

副ダムの構築

放流施設の更新

ダム下流の保護
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( ｴ)  水力発電所オーバーホール事業

・ 早川発電所オーバーホール

( ｵ)  ド ロ ーン活用強化事業

　 エ　 脱炭素社会の実現に向けた取組

( ｱ)  「 蓄電所」 導入可能性の調査

　 オ　 経営基盤の強化

( ｱ)  水力発電所ス マート 保安シス テム導入事業

( ｲ)  発電設備業務支援シス テム構築事業

水力発電所の効率的な 保守管理の実現と 停止時間の短縮を 目的に、 設備の状態信号

（ 債務負担行為　 104, 625千円　 令和５ 年度から 令和６ 年度）

16, 877千円

点検作業ス ケ ジ ュ ール等のデータ を 一括管理・ 共有化する 「 業務支援シ ス テ ム 」 を

構築する 。

入を、 令和３ 年度に試行的に導入を 行っ た結果を踏ま え、 計画的に進める 。

電力の自由化に対応し た「 最適な事業管理体制」 の確立を 目指し 、 発電所の工事・

電力の安定供給を 図る ため、 道志第４ 発電所及び早川発電所発電機の大規模な修繕

（ オーバーホール） 等を 行う 。

（ 債務負担行為　 1, 138, 532千円　 令和６ 年度から 令和８ 年度）

効率的な施設点検と 災害時における 迅速な状況確認を 実現する ため、 ド ロ ーン を ダ

ム施設など の点検に活用する 。

1, 491千円

29, 062千円

再生可能エネルギーを 蓄え有効活用する ため、 「 蓄電所」 の新規導入に向け、 設置

場所や概算工事費、 採算性等の調査を行う 。

72, 824千円

68, 803千円

や計測値な ど のデータ を 遠隔で収集・ 解析が可能と な る ス マート 保安シ ス テ ム の導

蓄電所設置例

（ 北海道電力ネッ ト ワ ーク ㈱設置）
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公 営 企 業 資 金 等 運 用 事 業



 



３ 　 公営企業資金等運用事業

( 1) 　 経営の目標

ア　 神奈川県の一般会計又は他の特別会計に対する 長期貸付け

オ　 国債、 公営企業債等の証券の所有及び処分

キ　 カに規定する 資産以外の土地、 建物等の取得、 管理及び処分

ク 　 神奈川県公営企業の開発調査

  対する 貸付け

カ 地域振興のための駐車場、 ス ポーツ 施設等の用に供する 土地、 建物等の取得、 管理

  及び処分

ウ 相模貯水池の有効貯水容量の回復等を 図る ための同貯水池の建設改良事業に係る 横

  浜市、 川崎市及び横須賀市の負担金に対する 貸付け

エ 相模貯水池及び城山貯水池の水質保全に寄与する 農業集落排水処理施設の整備事業

  に係る 相模原市の負担金その他の資金に対する 貸付け

「 神奈川県公営企業の設置等に関する 条例」 で定める 公営企業資金等運用事業の経営

の目標は、 次のと おり である 。

イ 相模川総合開発共同事業に伴い横浜市、 川崎市及び横須賀市が負担する 建設資金に
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( 2) 　 地域振興施設の概況（ 令和６ 年４ 月１ 日現在）

 ア　 企業庁自主事業

施　 　 設　 　 名 所 在 地 概　 　 　 　 　 　 　 要 完成年度

中 沢 テ ニ ス コ ー ト 相 模 原 市
全天候型テニス コ ート ４ 面
更衣棟１ 棟

昭和54

平塚配水池レ ク リ エーショ ン
広場野球場

平 塚 市
軟式野球場１ 面
駐車場等

昭和56

プ ロ ミ テ ィ ふ ち の べ ビ ル 相 模 原 市
鉄骨及び鉄骨鉄筋コ ンク リ ート 造
７ 階建　 延床面積　 10, 665. 28m²

平成２

 イ 　 市町村要請事業

施　 　 設　 　 名 所 在 地 概　 　 　 　 　 　 　 要 完成年度

新 大 山 駐 車 場 伊 勢 原 市 収容台数　 90台　 料金所　 便所等 昭和55

平 塚 市 紅 谷 町 立 体 駐 車 場 平 塚 市
鉄骨鉄筋コ ンク リ ート 造６ 階建
収容台数　 372台　 自転車　 265台

昭和56

名 倉 グ ラ ウ ン ド 相 模 原 市 グラ ウ ンド  24, 450m2　 駐車場 36台収容
その他付帯施設

昭和58

寒 川 浄 水 場 い こ い の 広 場
プ ー ル 施 設 あ あ あ あ あ あ

寒 川 町
50mプール　 25mプール
子供プール　 ス ラ イ ダー付プール

昭和59

緑 の 休 暇 村
テ ニ ス コ ー ト 施 設 あ あ あ

相 模 原 市
全天候型テニス コ ート ３ 面
更衣棟　 宿泊棟　 休憩棟　 駐車場

昭和60

こ だ ま プ ー ル 相 模 原 市
50mプール　 子供プール
ス ラ イ ダープール

昭和61

湯 河 原 町 ス ポ ー ツ
セ ン タ ー あ あ あ

湯 河 原 町
鉄骨鉄筋コ ンク リ ート 造

３ 階建　 延床面積　 3, 430. 93m
2 昭和63

大 山 駐 車 場 周 辺 自 動 車 等
折 り 返 し 広 場 あ あ あ あ あ

伊 勢 原 市
鉄筋コ ンク リ ート 造

中空式　 1, 610m2 平成３

座 間 市 ふ れ あ い 会 館 座 間 市
鉄筋コ ンク リ ート 造

２ 階建　 延床面積　 1, 454. 79m2 平成６

座 間 市 民 健 康 セ ン タ ー 座 間 市
鉄筋コ ンク リ ート 造

２ 階建　 延床面積　 2, 094. 30m
2 平成８

小 田 原 市 栄 町 駐 車 場 小 田 原 市
鉄骨造　 19層　 ２ 棟
収容台数　 460台

平成９

寒川総合図書館・ 寒川文書館 寒 川 町
鉄骨鉄筋コ ンク リ ート 造　 ４ 階
地下1階　 延床面積　 4, 707. 14㎡

平成18

海 老 名 市 食 の 創 造 館 海 老 名 市
鉄骨造　 ２ 階建
延床面積　 3, 484. 21㎡

平成24

開成町あ じ さ い公園発電所 開 成 町
開放型ら せん水車
最大出力　 2. 2kW

平成26

寒 川 町 営 プ ー ル 寒 川 町
管理棟、 器具庫棟、 25ｍプール、 幼児
プール等

令和３

山北町洒水の滝遊歩道等施設 山 北 町
組立遊歩道、 落石防護柵、 法面保護網、
上屋付駐車場

令和３

寒 川 町 営 さ む か わ テ ニ ス
コ ー ト あ あ あ あ あ あ あ あ

寒 川 町
テニス コ ート ４ 面、 観覧ス ペース 、
フ ェ ンス 、 日除け、 ベンチ

令和４

寒 川 学 校 給 食 セ ン タ ー 寒 川 町
鉄骨造　 ３ 階建
延床面積　 3, 711. 21㎡

令和５

　 地域振興施設は、 企業庁の自主事業と し て整備し たも のと 、 市町の要請によ り 整備し 、
当該市町に有償譲渡し たも のがあり 、 と も に効率的な運営管理を図り つつ地域の振興に貢
献し ていま す。
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( 3) 　 令和６ 年度当初予算の概要

　 令和６ 年度公営企業資金等運用事業会計当初予算額

( 4) 　 主な事業の概要

　 ア　 資金・ 資産の効果的な活用

( ｱ)  水道事業会計への長期貸付金

 ( 注) 「 令和５ 年度末貸付残高」 は、 令和５ 年度当初予算に基づいた数値である 。

　 イ 　 情報収集・ 情報発信の強化

( ｱ)  Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ によ る 情報発信

4, 400, 000千円

コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン ア プリ 「 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 」 を 活用し 、 突発断水等に関する 情報やダム

放流情報など を 効果的に発信する 。

9, 473千円

（ 単位　 千円）

貸　 付　 額 償　 還　 額

水 道 事 業 会 計 78, 900, 000 54, 375, 136 4, 400, 000 3, 652, 904 55, 122, 232

相 模 原 市 198, 660 23, 136 -           9, 477 13, 659

計 79, 098, 660 54, 398, 273 4, 400, 000 3, 662, 381 55, 135, 891

区分 貸 付 総 額
令和５ 年度末
貸 付 残 高

令和６ 年度 令和６ 年度末
貸 付 残 高

事業の対象区域

全市町村

※「 地域振興施設等整備事業」 は横浜市、 川崎市及び

相模原市の一部は対象外

      ( 単位　 千円）

令和６ 年度
当初予算額

令和５ 年度
当初予算額

増減額 区　 分 令和６ 年度 令和５ 年度 増減額

収入 967, 197 875, 311 91, 886 当 年 度

支出 668, 082 693, 139 25, 057 △ 利 益 剰 余 金

収入 3, 984, 421 4, 442, 853 458, 432 △ 補 塡 財 源

支出 4, 592, 498 8, 268, 899 3, 676, 401 △ 使 用 額

収入 4, 951, 618 5, 318, 164 366, 546 △ 

支出 5, 260, 580 8, 962, 038 3, 701, 458 △ 

勘定区分

81, 198

3, 217, 969 △ 

計

損益 320, 404 239, 206

資本 608, 077 3, 826, 046
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相 模 川 総 合 開 発 共 同 事 業



 



４ 　 相模川総合開発共同事業

( 1) 　 経営の目標

ア　 神奈川県と 横浜市、 川崎市及び横須賀市と が共有する 次に掲げる も のの管理

( ｱ) 　 城山ダム及びこ れに付帯する 施設

( ｲ) 　 寒川取水施設

イ 　 神奈川県と 横浜市及び横須賀市と が共有する 寒川取水施設の管理

ウ 　 取　 水　 量

( ｱ) 　 アに係る も の（ 相模川総合開発共同事業）

( ｲ) 　 イ に係る も の（ 相模川高度利用事業）

 毎秒最大１ 立方メ ート ル（ 日量86, 400立方メ ート ル） ああ

（ 参考） 　 取水量の内訳

　 　 アに係る も の（ 相模川総合開発共同事業）

イ に係る も の（ 相模川高度利用事業）

（ 単位： m
3
）

（ 単位： m
3
）

「 神奈川県公営企業の設置等に関する 条例」 で定める 相模川総合開発共同事業

の経営の目標は、 次のと おり である 。

 毎秒最大15立方メ ート ル（ 日量1, 296, 000立方メ ート ル）

事業者名 備　 　 　 　 考

神 奈 川 県 2. 86 上水道用水

横 浜 市 5. 66 上水道及び工業用水道用水

川 崎 市 4. 78 〃

横 須 賀 市 1. 70 上水道用水

計 15. 00

毎秒最大水量

事業者名 備　 　 　 　 考

神 奈 川 県 0. 435 上水道用水

横 浜 市 0. 483     〃

横 須 賀 市 0. 082     〃

計 1. 000

毎秒最大水量
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( 2) 　 現有施設の概況（ 令和６ 年４ 月１ 日現在）

ア　 城 山 ダ ム 重力式コ ンク リ ート ダム

イ 　 津 久 井 湖

－津久井分水池)

エ　 串川取水施設

７ メ ート ル

オ　 寒川取水施設

６ メ ート ル

308. 80メ ート ル（ 総合開発）

292. 75メ ート ル（ 高度利用）

4, 800立方メ ート ル　 ２ 池（ 総合開発）

8, 000立方メ ート ル　 ２ 池（ 高度利用）

湛 水 面 積 2. 47平方キロ メ ート ル

型 式

堤 高 75メ ート ル　 　 　

堤 頂 長 260メ ート ル

堤 体 積 362, 000 立 方 メ ー ト ル

総 貯 水 量 62, 300, 000立方メ ート ル

有 効 貯 水 量 54, 700, 000立方メ ート ル

( 城山貯水池)

有 効 水 深 29メ ート ル

満 水 位 標高124メ ート ル

内 径 3. 8メ ート ル

913. 4メ ート ル

( 城山ダム

ウ 連 絡 水 路 長 さ

堰 の 高 さ

導 水 路 の 長 さ

沈砂池の大き さ

堰 の 長 さ 34メ ート ル

堰 の 高 さ

導 水 路 の 長 さ 1, 970メ ート ル

堰 の 長 さ 270メ ート ル

▲ 城山ダムと 貯水池
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( 3) 　 令和６ 年度当初予算の概要

 令和６ 年度相模川総合開発共同事業会計当初予算額

( 4) 　 主な事業の概要

　 ア　 貯水池等の管理

( ｱ)  城山ダム施設管理事業

( ｲ)  城山貯水池の堆砂対策

1, 897, 518千円

城山ダ ム 施設の適正な 運営を 行う た め、 ダ ム 施設及び城山貯水池（ 津久井湖） の維

持管理等保全対策を行う 。

・ 放流警報設備更新工事

（ 債務負担行為　    44, 880千円　 令和５ 年度から 令和６ 年度）

・ 地震観測装置更新工事

（ 債務負担行為　 　  10, 617千円　 令和５ 年度から 令和６ 年度）

・ 受変電設備更新工事

（ 債務負担行為　 　 387, 976千円　 令和５ 年度から 令和７ 年度）

・ 放流警報設備更新工事

（ 債務負担行為　 　 172, 750千円　 令和６ 年度から 令和７ 年度）

・ Ｉ Ｔ Ｖ 設備更新工事

（ 債務負担行為　    67, 661千円　 令和６ 年度から 令和７ 年度）

154, 880千円

城山貯水池の上流域の災害防止を 図る た め 、 令和元年東日本台風の襲来によ っ て 、

貯水池上流域と 道志川合流地点に堆積し た土砂の除去を行う 。

事業の対象区域（ 事業者）

神奈川県、 横浜市、 川崎市、 横須賀市

      ( 単位　 千円）

令和６ 年度
当初予算額

令和５ 年度
当初予算額

増減額

収入 2, 527, 023 2, 393, 507 133, 516

支出 2, 527, 023 2, 393, 507 133, 516

収入 299, 627 270, 845 28, 782

支出 299, 627 270, 845 28, 782

収入 2, 826, 650 2, 664, 352 162, 298

支出 2, 826, 650 2, 664, 352 162, 298

勘定区分

損益

資本

計
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酒 匂 川 総 合 開 発 事 業



 



５ 　 酒匂川総合開発事業

( 1) 　 経営の目標

イ 　 取  水  量

( 2) 　 現有施設の概況（ 令和６ 年４ 月１ 日現在）

土質し ゃ水壁型ロ ッ ク フ ィ ルダム

三保ダム洪水吐放流

総 貯 水 量

満 水 位

有 効 水 深

イ 丹 沢 湖

有 効 貯 水 量

95メ ート ル

湛 水 面 積

堤 頂 長

堤 体 積

54, 500, 000立方メ ート ル

型 式

堤 高

「 神奈川県公営企業の設置等に関する 条例」 で定める 酒匂川総合開発事業の経営の目

標は、 次のと おり である 。

ア 神奈川県と 神奈川県内広域水道企業団及び東京発電株式会社と が共有する 三保ダム

  の管理

ア 三 保 ダ ム

毎秒最大20. 95立方メ ート ル（ 日量1, 809, 500立方メ ート ル）

39. 2メ ート ル

標高321. 5メ ート ル

587. 7メ ート ル

5, 816, 000立方メ ート ル

2. 18平方キロ メ ート ル

64, 900, 000立方メ ート ル
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( 3) 　 令和６ 年度当初予算の概要

 令和６ 年度酒匂川総合開発事業会計当初予算額

( 4) 　 主な事業の概要

　 ア　 貯水池等の管理

( ｱ)  三保ダム施設管理事業

( ｲ)  貯水池等保全対策事業

　 三保貯水池（ 丹沢湖） の保全を図る ため、 堆積土砂の除去等を行う 。

・ 玄倉川堆砂対策工事

（ 債務負担行為　  　   152, 708千円　 令和５ 年度から 令和６ 年度）

・ 流芥処理施設更新工事

（ 債務負担行為　  　 　 336, 490千円　 令和６ 年度から 令和７ 年度）

1, 111, 863千円

947, 433千円

　 三保ダム施設の適正な運営を行う ため、 ダム施設の維持管理等保全対策を行う 。

・ 受変電設備修理工事

（ 債務負担行為　        9, 317千円　 令和５ 年度から 令和６ 年度）

事業の対象区域（ 事業者）

神奈川県、 神奈川県内広域水道企業団及び東京発電株式会社

      ( 単位　 千円）

令和６ 年度
当初予算額

令和５ 年度
当初予算額

増減額

収入 2, 093, 000 1, 552, 079 540, 921

支出 2, 093, 000 1, 552, 079 540, 921

収入 10, 810 39, 437 28, 627 △ 

支出 10, 810 39, 437 28, 627 △ 

収入 2, 103, 810 1, 591, 516 512, 294

支出 2, 103, 810 1, 591, 516 512, 294

資本

計

勘定区分

損益

三保ダムと 貯水池
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